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花き流通統計調査報告　品目別卸売数量・価額・価格累年統計　切り花類　カーネーション
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コロンビア

中国

その他
1.5％

ベトナム
2.3％エクアドル

4.1％

2013年

全国数量

9,076トン

2013年

全国数量

90.3億円
コロンビア
74.6％

コロンビア
66.9％

中華人民
共和国
25.1％

中華人民
共和国
17.5％

その他
1.3％

ベトナム
2.9％エクアドル

3.9％
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カーネーション　赤

平均

赤

 

カーネーション　ピンク

平均

ピンク
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カーネーション　白

平均

白

 

バラ　赤

平均

バラ
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( 参考 1) 花きの流通経路

都道府県、人口２０万人以上の市、又

はこれらが加入する一部事務組合若

しくは広域連合が、農林水産大臣の認

可を受けて開設する卸売市場

（法第２条第３項）

中央卸売市場以外の卸売市場であっ

て、卸売場の面積が一定規模（政令

規模：青果市場は330㎡、水産200㎡

（産地市場は330㎡）、食肉150㎡、花

き200㎡）以上のものについて、都道

府県知事の許可を受けて開設される

もの（法第２条第４項）

要　　　　　件 開　設　者　の　認　可　等

○開 設 者 ： 地方公共団体
 （農林水産大臣認可）

○卸 売 業 者 ： 株式会社等
 （農林水産大臣許可）

○仲 卸 業 者 ： 株式会社、個人等
 （開設者許可）

○関連事業者 ： 株式会社、個人等
 （開設者許可）

○売買参加者 ： 株式会社、個人等
 （開設者承認）

○開 設 者 ： 地方公共団体、
 株式会社、農協、漁協等
 （都道府県知事許可）

○卸 売 業 者 ： 開設者の場合と同様
 （都道府県知事許可）

○仲 卸 業 者 ： 株式会社、個人等
 （一般的に開設者の承認、
 知事への届出）

○売買参加者 ： （仲卸業者の場合と同様）

中
央
卸
売
市
場

（
24
）
市
場

地
方
卸
売
市
場

（
168
）
市
場

資料；農林水産省総合食料局「卸売市場データ集」

○卸売市場の要件等

（参考２）花きの卸売市場




